
ZENSATO Monthly 第 166 号 2023 年 10 月 10 日（火）発行：公益財団法人 全国里親会 

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-1-7-857 ☎：03-3404-2024 FAX：03-3404-2034 E-mail:info@zensato.or.jp  

加藤鮎子こども政策特命担当大臣に要望書手交 

◆全国里親会（全里）の活動（9月～10月上旬） 

 こども家庭庁を訪問しました                

10月 5日（金）河村顧問案内にて、こども家庭庁訪

問。こども家庭庁同席のもと、要望書を大臣に提出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和５年度 こどもの社会的養育推進事業に関す

る要望書における重点項目については以下の通り。 

一、 被虐待や障がいのある児童の措置割合が急激

に高まっています。今回の要望 書の中にも、

このようなこどもたちを安心して養育できる

ような環境整備のお願いを幾つか掲げていま

す。育児休暇取得の対象拡大、共働き里親家

庭への支援や、地域 サービスの柔軟な利用な

ど、養育の現場のニーズに合った支援と制度

改正をお願いい たします。  

一、 こどもたちの自立に向けた支援体制は、本年

度より大きく踏み込み、さらに充実 させてい

くことを目指し,法整備が進んでいます。自立

支援事業及び自立支援拠点事業の拡大と充実は

もちろんのこと、自立のための 様々な機会を

手にできるよう措置延長の弾力的な運用や地域

にある支援サービスの 有効活用、利用にあた

っての経済的な支援の拡充など、より充実した

施策を進めていただくようお願いいたします。 

 一、 こどものニーズの多様化が益々進んでいま

す。そのニーズに応えるべく、専門 性を有し

た里親の育成、専門里親の機能強化を含め、こ

どものニーズにマッチする里親の確保をどのよ

うに進めて行けば良いのか、早急に検討してい

ただきたいと考えます。  

一、 里親支援センターの活動の活性化や充実、真

の里親支援機関として機能を充実していくため

には、養育の当事者団体である里親会との連携

と里親会の体制強化が 不可欠であります。里

親会活動への公的支援についてご検討をお願い

いたします。 

 一、 里親の身分を明らかにするためと地位向上、

社会的な認知のためには里親登録証 が非常に

有効であります。 全国で同じような里親登録

証を里親に交付できるよう地方自治体に対して

働きかけ をお願いいたします。 

 

 「10月 4日は里親の日」里親レーダー4号発行     

10月 4日は「里親の日」、10月は里親月間です。全

国里親会広報委員会では里親月間記念として「里親

レーダー」を「里親の日」に発行して、今年で 4 年

目となります。各都道府県市の里親会事務局にお届

けしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国里親会第 3回理事会が開催されました      

●令和 5年度第 3回理事会 

10月 5日（木）AP 品川アネックス（東京） 

●主な内容 ①令和 3 年度事業報告及び収支会計に

おける内閣府指導通知、②全国里親会創設 70周年事

業中間報告と意見（創設 70周年記念誌・創設 70周

年記念式典）、③臨時評議員会開催について等。 
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 創設 70周年記念誌実行委員会開催          

●9月 22日（金）TKP品川カンファレンスセンター

ANNEX（東京）にて開催。 

●主な内容 ①沿革史・活動のあゆみについて、②

都道府県市里親会から寄せられた原稿・こども達の

作品について、③今後のスケジュール等 

 令和 5年度第 1回相談員スキルアップ講座報告                                  

 里親養育・里親相互相談ケア＆エールワークの相

談員向け継続講座が実施されました。 

●9月 23日（土・祝）東京国際フォーラム 

講義「子育て支援における寄り添うための相談技術」

「里親養育相談支援の実際」等 

「全国里母のつどい in あいち 2023  」のお知らせ                  

「第 6回里母のつどい in あいち 2023 」のご案内 

●2023年 12月 2日（土）3日（日） 

会場 岡崎市竜美丘会館（愛知県岡崎市） 

内容 研修会・グループワーク・講演会 

申し込み・詳細については、各都道府県市里親会事務局

へお問い合わせください。 

 ご寄付・ありがとうございました                        

9月は、皆様方から 145,001円のご寄付をいただ

きました。大切に使わせていただきます。 

 ◆関連機関・団体◆ 

「こども大綱」こども若者パブリックコメント               

 こども家庭庁では、今後のこども政策の基本的指

針になる「こども大綱」を作るため、中間整理した

ものが公開されています。それについて、子ども若

者や大人からの意見を受け付けるべく、パブリック

コメントを設置しています。10月 22日締め切り。 

詳細は https://forms.office.com/r/c7QBD3N5nx 

 第 5回巣立ちの権利ノート制作委員会（仮）報告            

朝日新聞厚生文化事業団による、第 5 回巣立ちの

権利ノート（仮）制作委員会が開催されました。全国

里親会から河内会長が参加しています。 

●9月 30日（土） 朝日新聞東京本社 

●議題 巣立ちの権利ノート本体の内容、配布物の 

形態、養育者向けガイドブックの内容、今後のスケ 

ジュール等 

 第３回 社会的養育・家庭支援部会開催報告               

 こども家庭庁こども家庭審議会において、第 3 回

社会的養育・家庭支援部会が開催されました。委員

として全里事務局からも参加しています。 

●9月 12日（火）議題 ①次期都道府県社会的養育

推進計画の策定要領における論点整理等 ②今後５

年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要

事項等（案）について 

 ◆セミナー・イベント◆ 

「外国につながる子どもの在留資格・国籍・帰化」     

 社会的養護の外国につながる子どものための在留

資格・国籍・帰化についてのレクチャー＆個別相談

会のお知らせです。レクチャーのみ可。 

●「当事者向けレクチャー＆相談会」 

対象 東京都在住・在学・在勤の高校生またはケア

リーバー 支援者も参加可。日程は随時調整。 

問合せ・申込 （社福）日本国際社会事業団（ISSJ）

issj@issj.org TEL03-03-5840-5711 FAX03-3868-

0415 https://www.issj.org/info/5558 

 市民公開講座「子どもの声をきくことの難しさ」         

国際医療福祉大学赤坂心理・医療福祉マネジメント

学部 心理学科長大学院 臨床心理学専攻主任橋本 

和明 教授による公開講座●10 月 28 日（土）13:30

～15:00 会場 赤坂キャンパス E棟 1階講堂 

●要予約・参加費 500円（資料代など） ※港区

民、港区在職者、教育関係者、学生・高校生とその

保護者は無料

https://akasaka.iuhw.ac.jp/news/2023/14282.html 

◆奨学金・助成金◆ 

 未来のつばさ自立奨学支援           

未来のつばさ自立奨学支援制度のお知らせです。

進学だけでなく就職する児童へも支給されます。 

・内容 就職・進学支援金として 1人 15万円 

・対象 里親家庭の児童、児童養護施設等の児童で、

原則 18歳を迎え就職（原則正社員）、または進学（大

学、短大、専門学校等）する者 ・定員 180名予定 

・返済義務なし ・他奨学金との併用可能  

・応募期間 11月１日～12月 15日（消印有効） 

●問い合わせは公益財団法人楽天未来のつばさ事務

局まで。https://mirainotsubasa.or.jp/ 

東京都港区南青山 2-6-21 楽天クリムゾンハウス青

山 TEL 050-5581-7300 

Ｅ-mail：info-mirainotsubasa@rakuten.com 

 幼い子どものゆたかな育ち応援（七五三助成）    

今年度も株式会社ジェイ・ストーム(レコード・

映画制作会社)様からの寄付をもとに、「幼い子ど

ものゆたかな育ち応援助成」の実施が決定しまし

た。社会的養護施設等(乳児院、里親家庭、ファミ

リーホーム)で生活する児童のゆたかな育ちと、社

会に向けた自立への歩みを応援することを目的とし

て、子どもたち一人ひとりが成長後、自らの生い立

ちをたどることができ、自らの糧として社会的養護

施設等での育みをふりかえることができるよう、七

五三のお祝い費用の一部を助成していただけます。 

●助成対象者 乳児院の入所児童、または里親家庭

もしくはファミリーホームにおける委託児童のう

ち、 令和５年に七五三(７歳・５歳・３歳の子ども

の成長を祝う行事)を行った児童 

・助成対象となる費用 令和５年１月から 12月の

間に実施した七五三にかかった費用 児童１名につ

き 30,000円(上限)・申込締切令和 6年 1月 5日 

詳細は各里親会事務局へご案内しています。 
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